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●当社の新株予約権等に関する事項 

〔職務執行の対価として交付した新株予約権の当事業年度末日における状況〕 

新株予約

権の発行

日 

発行時の割当 

対象者 

新株予約

権の払込

金額 

新株予約

権の行使に

際して出資

される金銭

の額 

新株予約権の 

権利行使期間 

2025 年 12月 31日現在 

保有状況および新株

予約権の数 

新株予約権の 

目的である株式の種

類と数 

2012 年 

8月 30日 

当社取締役 

および執行役員 

19名 

1,001 円 
1株当たり 

1円 

2015 年 8月 1日 

～ 

2027 年 7月 31日 

その他 

3名 110個 

当社普通株式  

11,000 株 

2013 年 

8月 29日 

当社取締役 

および執行役員 

16名 

1,434 円 
1株当たり 

1円 

2016 年 8月 1日 

～ 

2028 年 7月 31日 

その他 

5名 177個 

当社普通株式

17,700 株 

2014 年 

8月 28日 

当社取締役 

および執行役員

等 18名 

1,898.5

円 

1株当たり 

1円 

2017 年 8月 1日 

～ 

2029 年 7月 31日 

その他 

6名 270個 

当社普通株式 

27,000 株 

2016 年 

3月 30日 

当社取締役 

および執行役員

等 18名 

2,515.5

円 

1株当たり 

1円 

2018 年 9月 1日 

～ 

2031 年 2月 28日 

その他 

5名 151個 

当社普通株式

15,100 株 

2017 年 

3月 30日 

当社取締役 

および執行役員等 

24名 

2,990 円 
1株当たり 

1円 

2019 年 9月 1日 

～ 

2032 年 2月 29日 

当社取締役 

（社外取締役を除く） 

1名 33個 

当社普通株式 

3,300 株 

当社執行役 

1名 20個 

当社普通株式 

2,000 株 

その他 

11名 400 個 

当社普通株式 

40,000 株 

2018 年 

3月 28日 

当社取締役 

および執行役員等 

21名 

6,615 円 
1株当たり 

1円 

2020 年 9月 1日 

～ 

2033 年 2月 28日 

当社取締役 

（社外取締役を除く） 

1名 17個 

当社普通株式 

1,700 株 

当社執行役 

2名 46個 

当社普通株式 

4,600 株 

その他 

9名 263個 

当社普通株式 

26,300 株 

2019 年 

3月 27日 

当社取締役 

および執行役員等 

18名 

7,864 円 
1株当たり 

1円 

2021 年 9月 1日 

～ 

2034 年 2月 28日 

当社取締役 

（社外取締役を除く） 

1名 6個 

当社普通株式 

600 株 

当社執行役 

2名 16個 

当社普通株式 

1,600 株 

その他 

9名 111個 

当社普通株式 

11,100 株 

（注）過年度に新株予約権を交付した者の人数と交付した新株予約権の数およびその目的である

株式の種類と数の内訳は、上記表中の 2025 年 12 月 31 日現在における「保有状況および

新株予約権の数」欄および「新株予約権の目的である株式の種類と数」欄に記載のとおりで

す。なお、当期中に発行した新株予約権はありません。 
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●内部統制に係る体制 

当社は、実効性の高い内部統制システムを構築するため、2006 年 5 月 12 日開催の取締役会

において「内部統制システムの基本方針」を定め、これに沿って構築した内部統制システムを運用

するとともに、都度必要な見直しを行っています。 

 

①執行役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他企業集団

における業務の適正を確保するための体制 

    当社および当社グループの「内部統制システムの基本方針」は、以下のとおりです。 

 

1. 当社およびグループ各社の取締役、執行役および使用人の職務の執行が法令および定款に適

合することを確保するための体制、グループ全体における業務の適正を確保するための体制 

 

取締役会は、当社およびグループ全体の企業理念・戦略を定め、その適正な執行を監督する。 

  代表執行役は、業務の執行状況および戦略上の重要領域について定期的に取締役会に提案・報

告する。監査委員会は、執行役および取締役の職務執行の監査ならびに監査報告の作成および株

主総会での報告・説明を行う。 

資生堂グループ共通の企業理念「THE SHISEIDO PHILOSOPHY」を定義し、私たちが果たすべき

企業使命を定めた「OUR MISSION」、これまでの 150 年を超える歴史の中で受け継いできた「OUR 

DNA」、資生堂全社員がともに仕事を進めるうえで持つべき心構え「OUR PRINCIPLES(TRUST８)」を

定め、あわせてより高い倫理基準をもって業務に取り組むための「資生堂倫理行動基準」を制定し、

適法かつ公正な企業活動の推進に努める。(＊) 

「資生堂倫理行動基準」に基づきグループ全体で遵守する基本ポリシー・ルールを制定し、「THE 

SHISEIDO PHILOSOPHY」と併せて、グループ各社・各事業所への浸透を図り、もって、グループ各

社・各事業所が、詳細な諸規程を制定するための環境を整備する。 

当社にコンプライアンスおよびリスクマネジメントを取扱う委員会を設置し、世界の主要地域に配置

した地域本社においてコンプライアンスおよびリスクマネジメント機能を果たす組織と連携しながらグ

ループ全体の適法かつ公正な企業活動の推進やリスク対策など、企業品質向上に向けた活動を統

括する。なお、経営上の重大なリスク・インシデント事案やその対応に関する推進状況については、代

表執行役を通じ、取締役会に適宜提案・報告する。 

グループ全体の適法かつ公正な企業活動の推進およびリスク対策の担当をグループ各社・各事業

所に配置し、定期的に企業倫理に関する研修・啓発活動の計画および推進、インシデント対応やリス

ク管理を行う。リスクマネジメントを担当する部門やコンプライアンスおよびリスクマネジメントを取扱う委

員会は、各社・各事業所に配置した担当と定期的に情報共有の場を持つ。 

グループ内における法令・定款・諸規程に違反する行為を発見して是正することを目的に、内部通

報窓口として、グループ各社にホットラインを設置するとともに、リスクマネジメントを担当する部門の役

員に直接通報、相談できるホットラインを設置する。なお、日本地域のホットラインは、社内および社外

の担当者やカウンセラーによる窓口を設置する。 

内部監査部門は、組織上独立し、監査委員会と代表執行役の双方からの指示のもとで内部監査

に係る諸規程に従い、グループ全体の内部監査を実施し、業務の適正性を監査する。なお、監査委

員会と代表執行役より相反する指示がなされた場合、監査委員会による指示を優先する。また、内部

監査の結果は、定期的に監査委員会に報告を行うとともに、代表執行役へも報告を行う。 

 

＊反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況について 

当社では、「社会の秩序や安全に脅威を与えるなどの、違法行為を行う個人および団体とは関係

をもたないこと。また、このような個人および団体からの金品や協力の求めには一切応じないこと」を

「資生堂倫理行動基準」において宣言している。リスクマネジメントを担当する部門に統括機能を設置

し、情報の集約化を図るとともに、イントラネット上での対応マニュアルの整備等を行っている。地域警
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察署との連携を図り、反社会的勢力排除を推進する団体に加盟するなど、外部情報の収集や外部団

体との連携を強化している。 

 

2. 当社およびグループ各社の取締役および執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保

するための体制 

 

取締役会は、経営の基本方針・経営戦略の決定とそれらの執行の監督に集中し、執行に関する事

項の決定に関しては業務執行の機動性を高めるため、執行役に大幅に権限を委譲する。 

迅速で効率性の高い企業経営を実現するため、代表執行役は、目標達成に向けたグループ全体

の職務の執行を統括・監督し、執行役およびエグゼクティブオフィサーは、グループ各社を含む担当

領域の具体的な目標を決定するとともに効率的な業務遂行体制を構築する。 

当社グループの事業計画や重要な案件については、多面的な検討を行うために、代表執行役、執

行役およびエグゼクティブオフィサーをメンバーとする業務執行の意思決定会議等において審議す

る。 

業務執行の意思決定会議等において目標に対する進捗状況を確認し、必要な改善策を実施す

る。 

 

3. 当社の執行役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制、グループ各社の取締

役および使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 

 

株主総会議事録、取締役会議事録、各委員会議事録および業務執行の意思決定会議等の議事

録など重要な書類については、法令・諸規程に基づき適切に作成、保存、管理を行い、取締役およ

び執行役ならびに監査委員会および内部監査部門からこれら重要な書類の閲覧の要求があった場

合には、直ちに提出できるよう検索可能性の高い方法で保存、管理する。 

取締役、執行役および使用人の職務に関する各種の文書、帳簿類等これらの者の執行に係る情

報については、情報資産の保護や情報開示に関する諸規程を策定し、これに基づき適切に作成、保

存、管理する。 

グループ各社の取締役および使用人の職務の執行に係る重要事項については、当社への報告等

を定める諸規程ならびに執行役およびエグゼクティブオフィサーへのレポートラインに基づき、グルー

プ各社から適時に報告を受ける。 

 

4. 当社およびグループ各社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 

世界の主要地域に配置した地域本社にコンプライアンスおよびリスクマネジメント機能を果たす組

織をそれぞれ設置し、企業活動に関するリスクをグループ横断で統括する。コンプライアンスおよびリ

スクマネジメントを取扱う委員会は、経営戦略上のリスクや業務運営上のリスクを把握・評価し、必要な

予防策を講じ、また、世界の主要地域に配置した地域本社において想定しうる緊急事態に対する対

応策の策定支援を行う。 

緊急事態が発生した場合には、その内容や当社グループに与える影響の大きさ等に応じて、当該

事態が発生した地域の地域本社もしくは当社、またはその双方に緊急対策本部を設置し、対応を実

施する。 

 

5. 監査委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の執行役からの独立性に関

する事項および監査委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 

 

監査委員会の職務を補助する監査委員会事務局を内部監査部門に設置して使用人を配置する。 

当該使用人の執行からの独立性と監査委員会の指示の実効性を確保するため、事務局を統括す
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る権限および責任を有する内部監査部門の長の人事（選解任、評価）および内部監査部門の監査資

源（予算含む）に関する事項の決定には、監査委員会の事前の承認を必要とする。また、監査委員会

事務局の構成員の任命・異動・評価等、人事に関する事項の決定には、監査委員会の同意を必要と

する。 

 

6. 当社およびグループ各社の取締役、監査役、執行役および使用人が監査委員会に報告するた

めの体制その他監査委員会への報告に関する体制、監査委員会に報告をした者が当該報告を

したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 

 

取締役、執行役および使用人は、定期的にまたは随時に、その職務の執行状況を監査委員会に

報告する。このほか、監査委員会からの求めに応じ、随時、その職務の執行状況および財産の状況

を報告する。 

グループ各社を含め取締役、監査役、執行役および使用人から監査委員会へ直接通報するルー

トを構築し、社内へその周知を図る。 

当社およびグループ各社は、監査委員会へ報告・通報したことを理由として、当該取締役、監査

役、執行役および使用人に対して解任、解雇その他いかなる不利な取扱いも行わないための諸規程

を整備、周知する。 

 

7. 監査委員の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の

執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 

 

監査委員会および監査委員の職務の執行上必要と認める費用について、あらかじめ予算を計上

する。ただし、緊急または臨時に支出した費用については、事後に償還に応じる。 

 

8. その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

 

監査委員会は、内部監査部門に対して、職務上の指示を行う。また、代表執行役と監査委員の間

で定期的な意見交換会を開催する。さらに、監査委員会からの求めに応じ、監査委員会および内部

監査部門と会計監査人との間で連絡会を開催するほか、各種会議への監査委員または内部監査部

門の出席を確保するなど、監査委員会の監査が実効的に行われるための体制を整備する。 

 

②執行役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他企業

集団における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 

当社は、上記の基本方針に基づき内部統制システムの整備・運用を進めており、2025年度に

は、以下のとおり運用しました。なお、当社および子会社の内部統制システム全般の整備・運用

状況は、監査委員会による監査の対象となるほか、内部監査担当部門がモニタリングしていま

す。 

 

1. 当社およびグループ各社の取締役、執行役および使用人の職務の執行が法令および定

款に適合することを確保するための体制、グループ全体における業務の適正性を確保

するための体制 

・真のグローバルビューティーウエルネスカンパニーに相応しい倫理的基盤の強化を目的と

して、「資生堂倫理行動基準」に関する研修をグローバル全社員を対象に、グローバル共

通の内容で実施しました。新入社員およびキャリア採用社員への入社時の研修においても、

「資生堂倫理行動基準」に関する研修を実施しました。 

・「資生堂倫理行動基準」の細則となる「接待・贈答に関する規程＜賄賂防止規程＞」および

「カルテル防止に関する規程」に関する研修および周知等も、日本、中国、アジアパシフィッ
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ク、米州、欧州などの各地域において、その地域の特性・就業環境等にあわせて実施しまし

た。 

・「Global Risk Management & Compliance Committee」を11月に開催し、資生堂グループの

重要リスクやその対策について議論しました。また、重要なインシデントへの対応等を取締

役会に報告しました（上期分：8月、下期分：2026年2月予定）。国内は、 HQ・SJコンプライア

ンス委員会を6月、11月に開催し、日本地域における懲戒事案・資生堂ホットライン案件等

を踏まえた課題・対策について議論しました。 

・HQ直轄のグローバルホットライン、各リージョン管轄のホットライン体制を通じて内部通報を

受け付けました。日本地域ホットラインは、公益通報窓口機能も担っており、匿名での通報・

相談も受けるほか、不利益な取り扱い・報復の禁止等を徹底しています。また、各地域にお

いて、ビジネスパートナーからの通報を受け付ける体制を整備しています。 

・内部監査規程に基づき、業務の有効性・効率性、報告の信頼性、関連法規・社内規程の

遵守および資産の保全の観点から、グループ全体の内部統制の整備・運用状況を検証す

るとともに、リスクマネジメントの妥当性・有効性を評価し、その改善に向けた助言・提言を行

っています。内部監査の結果は、代表執行役 社長 CEO・代表執行役 CFO・常勤の監査

委員へ月次、監査委員会へは隔月、取締役会へは年2回報告しています。 

 

＜反社会的勢力排除に向けた取り組み＞ 

新規取引の仕入先の事前反社審査を経理システムに組み込むことにより、反社会的勢力

との取引が生じることのないよう徹底しています。化粧品事業の新規得意先への事前審査

制度も継続して推進しています。また、「公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連

合会」等の反社会的勢力排除推進 2 団体に加盟しています。さらに、担当の社員がセミナ

ー等で情報収集を実施するとともに、地域警察署との連携に努めています。 

 

2. 当社およびグループ各社の取締役および執行役の職務の執行が効率的に行われるこ

とを確保するための体制 

・当社は、2024年3月26日開催の定時株主総会の決議により、指名委員会等設置会社に移

行しました。これにより、取締役会は、経営の基本方針・経営戦略の決定とそれらの執行の

監督に集中する一方、執行に対して大幅な権限委譲を行い、業務執行に関する意思決定

と事業戦略遂行の迅速化を進めてきました。また、執行と監督の分離をさらに強化し、取締

役会の透明性および客観性をより高めるため、2025年1月1日より、社外取締役である畑中

好彦氏が取締役会議長を務めています。 

・執行に関しては、代表執行役を中心として、よりスピード感をもった意思決定および業務執

行を担い、重要な案件や計画等についてはGlobal Strategy Committee等業務執行の重要

会議体での審議を経て意思決定を行いました。各エグゼクティブオフィサーは、各々の担

当領域内における業務執行を担っており、必要に応じてGlobal Strategy Committee等業

務執行の重要会議体や取締役会等に自己の担当領域における業務執行について報告し

ました。 

・2030中期経営戦略の達成に向け、グループ全体の執行機能を強化し、グローバル戦

略を強力にリードする体制とすべく、2026年1月1日より、自身の担当領域のリード

に加えてグループ全体の経営を統括する「チーフオフィサー」と事業・機能領域を

リードする「ディビジョンオフィサー」から構成される新体制に移行します。 

  

3. 当社の執行役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制、グループ各

社の取締役および使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 

・株主総会議事録、取締役会議事録、各委員会議事録は、コーポレートガバナンス部（監

査委員会議事録については監査部）にて作成の上、法定備置の期限である 10 年を超え
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た永年保管としています。Global Strategy Committee等の執行の重要会議の議事録は、

経営革新部にて作成の上、会議体により 10 年または永年保管としています。職務執行に

かかる情報の管理および情報資産の保護に関しては、「文書管理規程」およびその運

用に関するガイドライン、マニュアルを策定・運用しているほか、「資生堂グループ 

情報セキュリティポリシー」のもと、「情報システム利用規程」「資生堂グループ 情報資産

取り扱い規程」「機密情報管理規程」「資生堂グループ プライバシールール」「個人情報

保護規程」を策定・運用しています。また、情報開示に関しては内部情報管理および内部

者取引規制に関する内規（役員用・従業員用）を策定・運用しているほか、「決定事実、発

生事実（事件・事故・自然災害等を除く）および決算に関する情報開示までの仕組み」を

構築し、運用しています。グループ各社からの重要事項の報告については、「取締役会

規程」および「エグゼクティブオフィサー規程」等に基づき、当該グループ会社を担当する

エグゼクティブオフィサーを通じ、CEO、Global Strategy Committee、取締役会等に報告

させています。 

 

4. 当社およびグループ各社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

・全世界のRMO・リスクマネージャーへの情報支援を目的としたニュースレターを継続配信

（年間2通発行）しました。6月には資生堂グループ全体のインシデントマネジメント体制の

強化を狙いに、「グローバルインシデントマネジメントガイドライン」を発行しました。日本地

域においては、インシデント発生時に収束に向けた対応サポートの強化を目的に配置さ

れているリスクマネージャー（113部門）のうち、2月と12月に新任者（約40名）に対する説明

会を実施しました。 

・また、8月には南海トラフ地震を想定したHQ緊急対策本部訓練、11月には大阪緊急対策

本部（HQ緊急対策本部の代替として立ち上がる）とのチーム別研修を実施し、双方合わせ

て約50名が出席しました。 

 

5. 監査委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の執行役からの独

立性に関する事項および監査委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関

する事項 

・監査委員会直轄の監査部に、監査委員会の職務を支援または一部代行する監査委員会

事務局を設置し、兼任の使用人を 3 名配置し、監査委員会による監査に必要な情報の収

集や資料作成等、監査委員会の事務局業務を行っています。また、当該使用人の執行

からの独立性と監査委員会の指示の実効性を確保するため、当該使用人の任命・異動・

評価等の人事に関する事項については、監査委員会の同意のもと、監査部長が決定して

います。 

・また、監査部の年度計画（予算含む）に関する事項については、監査委員会に諮り、承認

を得ています。 

 

6. 当社グループ各社の取締役、監査役、執行役および使用人が監査委員会に報告する

ための体制その他監査委員会への報告に関する体制、監査委員会に報告をした者が

当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための

体制 

・Global Strategy CommitteeやGlobal Risk Management & Compliance Committee等の業務

執行の重要会議体に、オブザーバーとして常勤の監査委員の出席機会が確保されており、

これらを通じて監査委員会への報告・情報提供を行っています。また、監査委員会からの

求めに応じて、担当役員や各部門の長から監査委員会における報告および資料や情報

の提供を行っています。 

・「資生堂グループ監査委員会通報窓口」を設けており、国内では、新入社員およびキャリ
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ア採用社員の入社時研修、新任管理職研修およびHQ主催のハラスメント全社員研修の

中で、「資生堂ホットライン」等他の通報・相談窓口を案内し、周知を図っています。また、

公益通報者保護法に対応した「資生堂グループ監査委員会通報窓口規程」を策定して

おり、社員等が通報したことを理由として不利益な取扱いをすることを禁じています。 

 

7. 監査委員会の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の

当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 

・期首に年間の活動計画に基づき、職務の執行上必要な費用予算を計上しています。費

用予算を上回る支出が必要となる際は、追加予算申請を行えるルールが整備されていま

す。 

 

8. その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

・監査委員会は、内部監査部門である監査部より隔月で監査状況の報告を受け、必要に応

じ職務上の指示や意見を伝えています。また、監査委員会は、財務経理部、戦略財務部、

品質保証部、情報セキュリティ部、リスクマネジメント部、サステナビリティ戦略推進部、コ

ーポレートガバナンス部より、各領域の活動状況や課題等の報告を受けています。さらに、

常勤の監査委員は、監査部と週次で情報交換を実施しています。 

・代表執行役と監査委員とは、随時意見交換会を開催しています。また、会計監査人と監

査委員との間で意見交換会を随時開催するほか、会計士監査結果報告会を四半期毎に

開催しており、上期末と期末の報告会には社外取締役も出席し、情報共有を行っていま

す。さらに、「三様監査連絡会」を四半期毎に開催し、常勤の監査委員、会計監査人、監

査部が各監査情報を共有しています。 

・常勤の監査委員は、取締役会・Global Strategy Committee等の業務執行の重要会議体

に出席し、審議内容を確認しています。 

 

③関連当事者間取引の確認に係る枠組み 

当社は、当社の財政状態や経営成績に影響を及ぼす可能性のある関連当事者を調査・

特定し、当該関連当事者との取引の有無や当該取引の重要性を確認し、開示対象となる

取引がある場合は開示を行っています。 

 関連当事者の有無および関連当事者と当社との取引の有無、ならびに取引の内容等に

ついては、開示に先立ち取締役会に報告しており、取締役会では量的重要性および取引

の条件や合理性等の質的重要性の観点からレビューを行っています。なお、量的重要性

は、一定の基準を定めています。 

 



8 

 

●連結持分変動計算書（2025年 1月 1日から 2025年 12月 31日まで） 
 

     (単位：百万円)  

 親会社の所有者に帰属する持分  

資 本 金 資 本 剰 余 金 自 己 株 式 利 益 剰 余 金  

2 0 2 5 年 1 月 1 日 残 高 64,506 74,138 △2,325 356,877  
当 期 包 括 利 益      
 当 期 利 益 又は 損 失 ( △ )    △40,680  
 そ の 他 の 包 括 利 益      
 当 期 包 括 利 益 合 計 － － － △40,680  
所 有 者 と の 取 引 額      
 自 己 株 式 の 取 得   △2   
 自 己 株 式 の 処 分    459 △176  
 配 当 金    △11,984  

 
支配継続子会社に対する 
持 分 変 動  △8,259    

 株 式 に 基 づ く 報 酬 取 引  △23  606  
 利 益 剰 余 金 へ の 振 替    15,984  
 そ の 他    △13  
所 有 者 と の 取 引 額 合 計 － △8,283 457 4,415  
2 0 2 5 年 1 2 月 3 1 日 残 高 64,506 65,855 △1,868 320,612  

       
     (単位：百万円)  
 

 

親会社の所有者に帰属する持分 

その他の資本の構成要素 

在外営業活動体
の 換 算 差 額 

その他の包括利
益を通じて公正
価値で測定する 
金 融 資 産 

確定給付制度の
再 測 定 

その他の資本の
構 成 要 素 合 計 

2 0 2 5 年 1 月 1 日 残 高 139,277 － － 139,277 
当 期 包 括 利 益     
 当 期 利 益 又は 損 失 ( △ )    － 
 そ の 他 の 包 括 利 益 12,373 7 15,976 28,357 
 当 期 包 括 利 益 合 計 12,373 7 15,976 28,357 
所 有 者 と の 取 引 額     
 自 己 株 式 の 取 得    － 
 自 己 株 式 の 処 分    － 
 配 当 金    － 

 
支配継続子会社に対する 
持 分 変 動    － 

 株 式 に 基 づ く 報 酬 取 引    － 
 利 益 剰 余 金 へ の 振 替  △7 △15,976 △15,984 
 そ の 他    － 
所 有 者 と の 取 引 額 合 計 － △7 △15,976 △15,984 
2 0 2 5 年 1 2 月 3 1 日 残 高 151,650 － － 151,650 
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  (単位：百万円)   

 

親会社の所有者に

帰属する持分 
非 支 配 持 分 合 計 

  

親会社の所有者に
帰属する持分合計 

  
  

2 0 2 5 年 1 月 1 日 残 高 632,474 22,169 654,643   
当 期 包 括 利 益      
 当期利益又は損失 (△ )  △40,680 916 △39,763   
 そ の 他 の 包 括 利 益 28,357 931 29,288   
 当 期 包 括 利 益 合 計 △12,322 1,847 △10,474   
所 有 者 と の 取 引 額      
 自 己 株 式 の 取 得 △2  △2   
 自 己 株 式 の 処 分 283  283   
 配 当 金 △11,984 △1,827 △13,811   

 
支配継続子会社に対する 
持 分 変 動 

△8,259 △3,203 △11,462   

 株 式 に 基 づく 報 酬 取引 582  582   
 利 益 剰 余 金 へ の 振 替 －  －   
 そ の 他 △13 1,526 1,513   
所 有 者 と の 取 引 額 合 計 △19,394 △3,503 △22,898   
2 0 2 5 年 1 2 月 3 1 日 残 高 600,756 20,513 621,270   
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●連結計算書類の連結注記表 
 

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 

 

1. 連結計算書類の作成基準 

当社およびその子会社(以下「当社グループ」という。)の連結計算書類は、会社計算規則第120条第1項の規

定により、国際会計基準(以下「IFRS」という。)に準拠して作成しています。なお、本連結計算書類は同項後

段の規定により、IFRSで求められる開示項目の一部を省略しています。 

 

2. 連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数･･･64社 

主要な連結子会社の名称 

｢事業報告」の「1 資生堂グループの現況に関する事項 1.2 資生堂グループの概要 (3)重要な子会社の

状況(資生堂グループの主要な拠点)」に記載のとおりです。 

 

〔除外〕 7社  

DDG Skincare Holdings LLCの吸収合併等により、7社を当期より連結の範囲から除外しています。  

 

3. 持分法の適用に関する事項 

持分法適用の関連会社数･･･3社 

主要な会社名：㈱ピエールファーブルジャポン 

 

 

4. 会計方針に関する事項 

(1) 連結の基礎 

 ① 子会社 

子会社とは、当社グループにより支配されている企業をいいます。当社グループがある企業への関与に

より生じる変動リターンに対するエクスポージャーまたは権利を有し、かつ、当該企業に対するパワーに

より当該リターンに影響を及ぼす能力を有している場合に、当社グループは当該企業を支配していると判

断しています。 

 子会社の財務諸表は、当社グループが支配を獲得した日から支配を喪失する日まで、連結の対象に含め

ています。当社グループ間の債権債務残高および内部取引高、ならびに当社グループ間の取引から発生し

た未実現損益は、連結計算書類の作成に際して消去しています。 

 子会社持分を一部処分した際、支配が継続する場合には、資本取引として会計処理しています。非支配

持分の調整額と対価の公正価値との差額は、親会社の所有者に帰属する持分として資本に直接認識されて

います。 

 支配を喪失した場合には、支配の喪失から生じた利得または損失は純損益で認識しています。 

 

 ② 関連会社 

関連会社とは、当社グループが当該企業に対し、財務および営業の方針に重要な影響力を有しているも

のの、支配または共同支配をしていない企業をいいます。通常、当社グループが他の企業の議決権の20％

以上50％以下を保有する場合、当社グループは当該他の企業に対して重要な影響力を有していると推定さ

れます。 

関連会社については、原則として当社グループが重要な影響力を有することとなった日から重要な影響

力を喪失する日まで、持分法によって会計処理しています。関連会社に対する投資には、取得に際して認

識されたのれん(減損損失累計額控除後)が含まれています。 

関連会社が適用する会計方針が当社グループの適用する会計方針と異なる場合には、必要に応じて当該

関連会社の計算書類に調整を加えています。 
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(2) 企業結合 

企業結合は取得法に基づき会計処理しています。非支配持分は、取得日における公正価値または被取得

企業の識別可能純資産に対する比例的持分で当初測定しています。 

支払対価の公正価値、被取得企業の非支配持分の金額および段階取得の場合には取得企業が以前より保

有していた被取得企業の支配獲得日における資本持分の公正価値の合計が、取得日における識別可能な資

産および引き受けた負債の公正価値を超過する場合は、その超過額を連結財政状態計算書においてのれん

として認識しています。一方、この対価の総額が識別可能な資産および引き受けた負債の公正価値を下回

る場合には、直ちに連結損益計算書において純損益として認識しています。 

企業結合に関連して発生した取得関連コストは、発生時に費用として認識しています。 

企業結合の当初の会計処理が、企業結合が発生した連結会計年度末までに完了していない場合は、完了

していない項目を暫定的な金額で会計処理を行い、取得日から1年以内の測定期間において、取得日に認

識した暫定的な金額を遡及的に修正しています。 

 

(3) 外貨換算 

 ① 外貨建取引 

外貨建取引は、取引日の為替レートで当社グループの各社の機能通貨に換算しています。 

期末日における外貨建貨幣性資産および負債は、期末日の為替レートで機能通貨に換算しています。  

換算または決済により生じる換算差額は、純損益として認識しています。ただし、その他の包括利益を

通じて公正価値で測定する資本性金融資産、およびキャッシュ・フロー・ヘッジのヘッジ手段から生じた

換算差額のうちヘッジが有効な部分については、その他の包括利益として認識しています。 

 

 ② 在外営業活動体の財務諸表 

在外営業活動体の資産および負債については期末日の為替レート、収益および費用については、為替レ

ートが著しく変動していない限り、平均為替レートを用いて日本円に換算しています。在外営業活動体の

財務諸表の換算から生じる換算差額はその他の包括利益として認識し、その累計額はその他の資本の構成

要素として認識しています。支配の喪失を伴う子会社の処分時には、当該在外営業活動体に関連した換算

差額の累計額の全額を純損益に振り替えています。 

 

(4) 金融商品 

 ① 非デリバティブ金融資産 

(i) 当初認識および測定 

金融資産のうち償却原価で測定する金融資産はそれらの発生日に当初認識します。その他のすべての

金融資産は、金融商品の契約の当事者になった日に認識します。 

金融資産は、当初認識時に以下のとおり分類しています。 

 

(a) 償却原価で測定する金融資産 

以下の条件がともに満たされる場合には、償却原価で測定する金融資産に分類しています。 

・当該金融資産が、契約上のキャッシュ・フローを回収するために金融資産を保有することを目的と

する事業モデルの中で保有されている。 

・金融資産の契約条件により、元本および元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フロ

ーが特定の日に生じる。 

 

(b) その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産 

当社グループでは、売買目的で保有していないすべての資本性金融商品への投資について、当初認識

時に、その公正価値の事後的な変動をその他の包括利益に表示するという選択を行っています。 

 

(c) その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融資産 

以下の条件がともに満たされる場合には、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産

に分類しています。 

・当該金融資産が、契約上のキャッシュ・フローの回収と売却の両方によって目的が達成される事業

モデルの中で保有されている。 

・金融資産の契約条件により、元本および元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フロ

ーが特定の日に生じる。 
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(d) 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 

上記以外の金融資産は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類しています。 

 

金融資産は、原則として、公正価値に、当該金融資産に直接帰属する取引費用を加算した金額で測定し

ています。ただし、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産については、取引費用は発生時に純損益

で認識しています。 

また、重大な金融要素を含んでいない営業債権は取引価格で測定しています。 

 

(ii) 事後測定 

金融資産の当初認識後の測定は、その分類に応じて以下のとおり測定しています。 

 

(a) 償却原価で測定する金融資産 

償却原価で測定する金融資産については、実効金利法による償却原価で測定し、利息は純損益として

認識しています。必要な場合には実効金利法を適用した総額の帳簿価額から損失評価引当金を控除し

ています。 

 

(b) 公正価値で測定する金融資産 

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産については、公正価値の変動額およ

び認識の中止に係る利得または損失はその他の包括利益として認識しています。なお、その他の包括利

益として認識した額の累計額は、その他の資本の構成要素に認識後、直ちに利益剰余金に振り替えてい

ます。また、当該金融資産からの配当金については、当該配当金が明らかに投資の取得原価の回収を示

している場合を除いて金融収益の一部として当期の純損益として認識しています。 

上記以外の公正価値で測定する金融資産については、公正価値の変動額は純損益に認識しています。 

 

(iii) 認識の中止 

当社グループは、金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅する、または当社グ

ループが金融資産の所有のリスクと経済価値のほとんどすべてを移転する場合において、金融資産の認

識を中止しています。 

 

(iv) 金融資産の減損 

 償却原価で測定する金融資産等に係る減損については、当該資産に係る予想信用損失に対して損失評

価引当金を認識しています。 

 当社グループは、期末日ごとに各金融資産に係る信用リスクが当初認識時点から著しく増加している

かどうかを評価しており、当初認識時点から信用リスクが著しく増加していない場合には、12ヶ月の予想

信用損失を損失評価引当金として認識しています。一方で、当初認識時点から信用リスクが著しく増加し

ている場合には、全期間の予想信用損失と等しい金額を損失評価引当金として認識しています。 

 なお、重大な金融要素を含んでいない営業債権およびリース債権については、信用リスクの当初認識時

点からの著しい増加の有無にかかわらず、常に全期間の予想信用損失と等しい金額で損失評価引当金を

認識しています。 

 予想信用損失は、信用リスクの特徴が類似する資産ごとにグルーピングし、過去の貸倒実績に現在の状

況および当社グループが合理的に利用可能かつ裏付け可能な情報(内部格付、外部格付等)を考慮し測定

しています。 

 予想信用損失は、契約に従って企業に支払われるべきすべての契約上のキャッシュ・フローと、企業が

受け取ると見込んでいるすべてのキャッシュ・フローとの差額の現在価値として測定しています。 

 発行者または債務者の重大な財政上の困難や期日経過を含む契約違反など、金融資産の全体または一

部の回収が極めて困難であると判断した場合に債務不履行であると判断しています。債務不履行に該当

した場合は信用減損の客観的な証拠が存在すると判断し、信用減損金融資産に分類しています。 

 また、ある金融資産の全体または一部分を回収するという合理的な予想を有していない場合には、金融

資産の総額での帳簿価額を直接減額しています。 

 金融資産に係る損失評価引当金の繰入額は、純損益で認識しています。損失評価引当金を減額する事象

が生じた場合は、損失評価引当金戻入額を純損益で認識しています。 
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 ② 非デリバティブ金融負債 

当社グループでは、金融負債を発生日に当初認識しており、償却原価で測定しています。当初認識時に

は公正価値からその発行に直接起因する取引コストを減算して測定しています。また、当初認識後は実効

金利法に基づく償却原価で測定しています。 

金融負債は、金融負債が消滅した時、すなわち、契約中に特定された債務が免責、取消しまたは失効と

なった時に認識を中止しています。 

 

 ③ デリバティブおよびヘッジ会計 

当社グループは、為替リスクや金利リスクをそれぞれヘッジするために、為替予約、金利スワップ契約

等のデリバティブを利用しています。このうち、ヘッジ会計の要件を満たしているデリバティブ商品につ

いてヘッジ手段として指定し、ヘッジ会計を適用しています。 

当社グループは、ヘッジ会計を適用するにあたって、リスク管理目的、ヘッジ取引を実行する際の戦略

等のヘッジ手段とヘッジ対象の関係、およびヘッジ関係の有効性の評価方法についてヘッジ開始時に正式

に文書化しています。また、ヘッジ手段として指定したデリバティブがヘッジ対象のキャッシュ・フロー

の変動を相殺するために有効であるかどうかについて、ヘッジ開始時およびその後も継続的に評価を実施

しています。 

これらのデリバティブは、契約が締結された時点の公正価値で当初認識され、その後も公正価値で再測

定し、その事後的な変動は以下のとおり処理しています。 

 

(i) キャッシュ・フロー・ヘッジ 

ヘッジ手段に係る利得または損失のうち有効部分はその他の包括利益として認識し、非有効部分は直

ちに連結損益計算書において純損益として認識しています。 

 その他の包括利益として認識されたヘッジ手段に係る金額は、ヘッジ対象取引を実行し純損益に認識

するまでその他の資本の構成要素として認識しています。その他の資本の構成要素に認識したヘッジ手

段に係る金額は、ヘッジ対象である取引が純損益に影響を与える時点で純損益に振り替えています。ヘッ

ジ対象が非金融資産または非金融負債の認識を生じさせる予定取引である場合には、その他の包括利益

として認識されている金額は、非金融資産または非金融負債の当初の帳簿価額の修正として処理してい

ます。 

 

(ⅱ) ヘッジ指定していないデリバティブ 

デリバティブの公正価値変動は、連結損益計算書において純損益として認識しています。 

 

(5) 現金及び現金同等物 

現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金、および容易に換金可能であり価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資から構成されて

います。 

 

(6) 棚卸資産 

棚卸資産は、取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い価額で測定しています。正味実現可能価額は、

通常の事業過程における見積売価から、完成までに要する見積原価および見積販売費用を控除した額です。

原価は、主として総平均法に基づいて算定しており、購入原価、加工費、現在の場所および状態に至るま

でに要したすべての費用を含んでいます。 

 

(7) 有形固定資産 

有形固定資産は、原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額および減損損失累計額を控除した

価額で表示しています。 

取得原価には、資産の取得に直接関連する費用、解体・除去および土地の原状回復費用、および資産計

上すべき借入コストが含まれています。 

土地および建設仮勘定以外の各資産の減価償却費は、それぞれの見積耐用年数にわたり、定額法により

認識しています。主要な資産項目ごとの見積耐用年数は以下のとおりです。 

・建物及び構築物    2～50年 

・機械装置及び運搬具  2～15年 

・工具、器具及び備品  2～15年 

なお、見積耐用年数、残存価額および減価償却方法は、各年度末に見直しを行い、変更があった場合は、

会計上の見積りの変更として将来に向かって適用しています。 
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(8) のれん 

のれんは償却を行わず、企業結合のシナジーから便益を得ると見込まれる資金生成単位に配分し、毎期

および減損の兆候が存在する場合にはその都度、減損テストを実施しています。 

のれんの減損損失は連結損益計算書において認識され、その後の戻入れは行っていません。 

また、のれんは連結財政状態計算書において、取得原価から減損損失累計額を控除した価額で表示して

います。 

 

(9) 無形資産 

無形資産は、原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額および減損損失累計額を控除した価額

で表示しています。 

個別に取得した無形資産は、当初認識時に取得原価で測定しています。企業結合により取得した無形資

産は、当初認識時にのれんとは区分して認識し、支配獲得日の公正価値で測定しています。 

内部発生の研究関連費用は、発生時に費用認識しています。内部発生の開発費用は、資産として認識す

るための要件がすべて満たされた場合に限り資産として認識しています。なお、研究関連費用と開発関連

費用が明確に区分できない場合には、研究関連費用として発生時に費用認識しています。 

内部利用を目的としたソフトウエアの取得および開発費用は、将来の経済的便益の流入が期待される場

合には無形資産として認識しています。 

耐用年数を確定できる無形資産は、当初認識後それぞれの見積耐用年数にわたって定額法で償却してい

ます。主要な無形資産の見積耐用年数は以下のとおりです。 

・ソフトウエア   5～15年 

耐用年数を確定できない無形資産、未だ使用可能ではない無形資産は償却を行わず、毎年かつ減損の兆

候が存在する場合はその都度、個別にまたは各資金生成単位で減損テストを実施しています。 

なお、見積耐用年数、残存価額および償却方法は、各年度末に見直しを行い、変更があった場合は、会

計上の見積りの変更として将来に向かって適用しています。 

 

(10) リース  

契約がリースであるかまたはリースを含むかは、契約の開始時に評価します。契約が特定された資産の

使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する場合には、当該契約はリースであるかまた

はリースを含んでいると判断します。 

 

① 借手 

借手としてのリースにおいては、リースの開始日に使用権資産とリース負債を認識します。使用権資産

は、リース負債の当初測定額に、開始日またはそれ以前に支払ったリース料を調整した額を当初測定額と

しています。リース負債は、開始日時点で支払われていないリース料をリースの計算利子率を用いて割り

引いた現在価値で当初測定しています。リースの計算利子率が容易に算定できない場合には、当社グルー

プの追加借入利子率を使用しています。 

当初認識後、使用権資産は、開始日から使用権資産の耐用年数の終了時またはリース期間の終了時のい

ずれか早い方の日まで、定額法により減価償却しています。使用権資産の見積耐用年数は、自己所有の有

形固定資産と同様に決定しています。リース負債は、実効金利法による償却原価で測定しています。リー

ス料は、利息法に基づき、金利費用とリース負債の返済額とに配分しています。金利費用は、連結損益計

算書において、「金融費用」に含めて表示しています。 

当社グループは、リース期間が12ヶ月以内または少額資産のリースについて、使用権資産およびリース

負債を認識しないことを選択しています。当社グループは、これらのリースに係るリース料をリース期間

にわたり定額法または他の規則的な基礎のいずれかにより費用として認識しています。また、実務上の便

法として、当社グループは非リース構成部分をリース構成部分と区別せず、リース構成部分および関連す

る非リース構成部分を単一のリース構成部分として会計処理することを選択しています。 

 

② 貸手 

当社グループがリースの貸手である場合、リース契約時にそれぞれのリースをファイナンス・リースま

たはオペレーティング・リースに分類します。それぞれのリースを分類するにあたり、当社グループは、

原資産の所有に伴うリスクと経済価値が実質的にすべて移転するか否かを総合的に評価しています。移転

する場合はファイナンス・リースに、そうでない場合はオペレーティング・リースに分類しています。 

当社グループが中間の貸手である場合、ヘッドリースとサブリースを別個に会計処理します。サブリー

スの分類は、原資産ではなくヘッドリースから生じる使用権資産を参照して判定します。 

オペレーティング・リース取引によるリース料については、リース期間にわたって定額法により収益と

して認識し、連結損益計算書において、「その他の営業収益」に含めて表示しています。 
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(11) 非金融資産の減損 

棚卸資産および繰延税金資産を除く当社グループの非金融資産の帳簿価額は、期末日ごとに減損の兆候

の有無を判断しています。減損の兆候が存在する場合は、当該資産の回収可能価額を見積っています。の

れんおよび耐用年数を確定できない、または未だ使用可能ではない無形資産については、減損の兆候の有

無にかかわらず回収可能価額を毎年同じ時期に見積っています。 

資産または資金生成単位の回収可能価額は、使用価値と処分コスト控除後の公正価値のうちいずれか大

きい方の金額としています。使用価値の算定において、見積将来キャッシュ・フローは、貨幣の時間的価

値および当該資産に固有のリスクを反映した税引前割引率を用いて現在価値に割り引いています。減損テ

ストにおいて個別にテストされない資産は、継続的な使用により他の資産または資産グループのキャッシ

ュ・インフローから、概ね独立したキャッシュ・インフローを生成する最小の資金生成単位に統合してい

ます。のれんの減損テストを行う際には、のれんが配分される資金生成単位を、のれんが関連する最小の

単位を反映して減損がテストされるように統合しています。企業結合により取得したのれんは、結合のシ

ナジーが得られると期待される資金生成単位に配分しています。 

減損損失は、資産または資金生成単位の帳簿価額が見積回収可能価額を超過する場合に純損益として認

識しています。資金生成単位に関連して認識した減損損失は、まずその単位に配分されたのれんの帳簿価

額を減額するように配分し、次に資金生成単位内のその他の資産の帳簿価額を比例的に減額しています。 

過去に認識した減損損失は、のれんを除き、毎期末日において損失の減少または消滅を示す兆候の有無

を評価し、減損損失を認識しなかった場合の帳簿価額から必要な減価償却費および償却額を控除した後の

帳簿価額を上限として戻入れています。 

 

(12) 従業員給付 

当社グループは、従業員の退職給付制度として確定給付制度と確定拠出制度を運営しています。 

当社グループは、確定給付制度債務の現在価値および関連する当期勤務費用ならびに過去勤務費用を、

予測単位積増方式を用いて算定しています。 

割引率は、将来の毎年度の給付支払見込日までの期間を基に割引期間を設定し、割引期間に対応した期

末日時点の優良社債の市場利回りに基づき算定しています。 

確定給付制度に係る負債または資産は、確定給付制度債務の現在価値から制度資産の公正価値を控除し

て算定しています。 

確定給付制度の再測定額は、発生した期においてその他の包括利益として一括認識しており、その累計

額は、直ちにその他の資本の構成要素から利益剰余金に振り替えています。 

過去勤務費用は、発生した期の純損益として処理しています。 

確定拠出型の退職給付に係る費用は、従業員が役務を提供した期に費用として認識しています。 

 

(13) 株式に基づく報酬 

当社グループは、持分決済型の株式に基づく報酬制度としてストックオプション制度、ならびに持分決

済型および現金決済型の業績連動型株式報酬制度としてパフォーマンス・シェア・ユニット制度を採用し

ています。 

ストックオプションは、付与日における公正価値によって見積り、最終的に権利確定すると予想される

ストックオプションの数を考慮した上で、権利確定期間にわたって費用として連結損益計算書において認

識し、同額を連結財政状態計算書において資本の増加として認識しています。付与されたオプションの公

正価値は、オプションの諸条件を考慮し、Hull-White型の修正二項モデルを用いて算定しています。また、

条件については定期的に見直し、必要に応じて権利確定数の見積りを修正しています。 

パフォーマンス・シェア・ユニット制度のうち持分決済型の報酬取引に該当する部分については、付与

する当社株式の公正価値を参照して測定しており、その権利確定期間にわたり費用として認識し、同額を

資本の増加として認識しています。一方、現金決済型の報酬取引に該当する部分については、受領した役

務を発生した負債の公正価値で測定し、権利確定期間にわたり費用として認識し、同額を負債の増加とし

て認識しています。なお、報告日および決済日において当該負債の公正価値を再測定し、公正価値の変動

を純損益として認識しています。 

 

(14) 引当金 

 引当金は、過去の事象の結果として、当社グループが、現在の法的または推定的債務を有しており、当

該債務を決済するために経済的資源の流出が生じる可能性が高く、当該債務の金額について信頼性のある

見積りができる場合に認識しています。貨幣の時間的価値が重要な場合には、見積将来キャッシュ・フロ

ーを貨幣の時間的価値および当該負債に特有のリスクを反映した税引前の利率を用いて現在価値に割り

引いています。時の経過に伴う割引額の割戻しは金融費用として認識しています。 
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(15) 収益 

当社グループは、スキンケア、メイクアップ、フレグランス等の化粧品の製造・販売およびレストラン

や美容室事業を展開しています。製商品販売については、製商品の引渡時点等において顧客が当該製商品

に対する支配を獲得することから、当該製商品の引渡時点等で収益を認識しています。また、収益は、顧

客との契約において約束された対価から、値引き、リベートおよび返品等を控除した金額で測定していま

す。これらの顧客に返金すると見込んでいる対価を返金負債として連結財政状態計算書の「営業債務及び

その他の債務」に計上しています。変動対価は、当該変動対価に関する不確実性がその後に解消される際

に、認識した収益の累計額の重大な戻入れが生じない可能性が非常に高い範囲でのみ取引価格に含めてい

ます。なお、これらの顧客との契約における対価には、重大な金融要素を含んでいません。 

商品の販売に応じて顧客に将来の製商品購入時の支払い等が可能なポイントプログラムを提供してお

り、将来顧客が行使することが見込まれるポイント分をポイントプログラムの履行義務として識別してい

ます。取引価格はこれらの履行義務に対して、顧客との契約において約束された対価から、値引き、リベ

ートおよび返品等を控除した独立販売価格の比率に基づいて配分しています。ポイントプログラムの履行

義務に配分された額は、契約負債として連結財政状態計算書の「その他の流動負債」として繰延べ、失効

率を考慮の上、ポイントの使用に応じて収益を認識しています。 

 

(16) 政府補助金 

 政府補助金は、補助金交付のための付帯条件を満たし、かつ補助金を受領するという合理的な保証が得

られたときに公正価値で認識しています。 

 政府補助金が費用項目に関連する場合は、補助金で補償することが意図されている関連コストを費用と

して認識する期間にわたって、規則的に収益として認識しています。資産に関する補助金は、繰延収益と

して認識し、関連資産の耐用年数にわたり規則的に純損益で認識しています。 

 

(17) 法人所得税 

 法人所得税費用は、当期税金および繰延税金から構成されています。これらは、その他の包括利益また

は資本に直接認識される項目から生じる場合、および企業結合から生じる場合を除き、純損益として認識

しています。 

 当期税金は、税務当局に対する納付または税務当局からの還付が予想される金額で測定しています。税

額の算定に使用する税率および税法は、期末日までに制定または実質的に制定されているものです。 

 繰延税金は、期末日における資産および負債の税務基準額と会計上の帳簿価額との差額である一時差異、

繰越欠損金および繰越税額控除に対して認識しています。 

 なお、以下の一時差異に対しては、繰延税金資産および負債を認識していません。 

・のれんの当初認識から生じる将来加算一時差異 

・企業結合取引を除く、取引時に、会計上の利益にも税務上の課税所得(欠損金)にも影響を与えず、か

つ、同額の将来加算一時差異と将来減算一時差異とを生じさせない取引によって発生する資産および

負債の当初認識により生じる一時差異 

・子会社、関連会社に対する投資に係る将来減算一時差異に関しては、予測可能な将来に当該一時差異

が解消しない可能性が高い場合、または当該一時差異の使用対象となる課税所得が稼得される可能性

が低い場合 

・子会社、関連会社に対する投資に係る将来加算一時差異に関しては、一時差異の解消する時期をコン

トロールすることができ、予測可能な期間内に当該一時差異が解消しない可能性が高い場合 

 

 繰延税金負債は原則としてすべての将来加算一時差異について認識され、繰延税金資産は将来減算一時

差異、繰越欠損金および繰越税額控除を使用できるだけの課税所得が稼得される可能性が高い範囲内で、

すべての将来減算一時差異について認識しています。 

 繰延税金資産および負債は、期末日において制定されている、または実質的に制定されている税率およ

び税法に基づいて、資産が実現する期間または負債が決済される期間に適用されると予想される税率およ

び税法によって測定しています。 

 繰延税金資産および負債は、当期税金資産と当期税金負債を相殺する法律上強制力のある権利を有して

おり、かつ同一の税務当局によって同一の納税主体に課されている場合に相殺しています。 

 当社グループは、IAS第12号「法人所得税」の一時的な例外規定を適用し、経済開発協力機構(OECD)が

公表した第2の柱モデルルールを導入するために制定された税法から生じる法人所得税に係る繰延税金資

産および負債に関して、認識および開示を行っていません。 

 

(18) 1株当たり利益 

 基本的1株当たり当期利益は、親会社の普通株主に帰属する当期損益を、その期間の自己株式を調整し

た発行済普通株式の加重平均株式数で除して計算しています。 
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(19) 売却目的で保有する非流動資産 

 非流動資産(または処分グループ)の帳簿価額が、継続的使用ではなく主に売却取引により回収される場

合には、当該非流動資産(または処分グループ)を売却目的保有に分類しています。売却目的保有へ分類す

るためには、売却の可能性が非常に高く、現状で直ちに売却が可能なことを条件としており、当社グルー

プの経営者が当該資産の売却計画の実行を確約し、1年以内で売却が完了する予定である場合に限られて

います。 

 売却目的保有に分類された非流動資産(または処分グループ)は、帳簿価額と売却コスト控除後の公正価

値のいずれか低い金額で測定しており、売却目的保有に分類された後は減価償却または償却を行っていま

せん。 

 

(20) 資本およびその他の資本項目 

 ① 普通株式 

 普通株式は、発行価額を資本金および資本剰余金に認識しています。また、株式発行費用は発行価額か

ら控除しています。 

 

 ② 自己株式 

  自己株式は取得原価で評価され、資本から控除しています。当社の自己株式の購入、売却または消却に

おいて、利得または損失は認識されません。帳簿価額と売却時の対価との差額は、資本として認識してい

ます。 

 

 ③ 配当金 

  当社の株主に対する配当のうち、期末配当は当社の株主総会により決議された日、中間配当は取締役会

により決議された日の属する期間の負債として認識しています。 

 

(21) その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

グループ通算制度の適用 

当社および一部の国内連結子会社は、グループ通算制度を適用しています。 

 
  



18 

 

会計上の見積りに関する注記 

  

 IFRSに準拠した連結計算書類の作成において、経営者は、会計方針の適用ならびに資産、負債、収益および費用

の金額に影響を及ぼす判断、見積りおよび仮定を行うことが要求されています。実際の業績は、これらの見積りと

は異なる場合があります。 

 見積りおよびその基礎となる仮定は継続して見直されます。会計上の見積りの見直しによる影響は、見積りを見

直した会計期間およびそれ以降の将来の会計期間において認識されます。 

 なお、会計上の見積りにより、翌期の連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性のあるものは次のとおりです｡ 

  

各資金生成単位に関するのれんの評価 

(1) 各資金生成単位へ配分した主なのれんの帳簿価額 

各資金生成単位へ配分した主なのれんの帳簿価額は次のとおりです。当社グループは、各資金生成単位に

関するのれんの評価について重要な見積りのリスクを識別しています。 

資金生成単位 金額(百万円) 

米州事業 9,733 

欧州事業 13,256 

中国事業 10,402 

トラベルリテール事業 9,702 

 (注)米州事業は減損損失計上後の金額を表示しています。 

 

(2) 会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報  

 当社グループでは、のれんは企業結合のシナジーから便益を得ると見込まれる資金生成単位に配分し、毎

年および減損の兆候が存在する場合にはその都度、減損テストを実施しています。 

 基本的に各事業セグメントを資金生成単位と定義し(注)、各資金生成単位の回収可能価額は、割引キャッ

シュ・フローを用いて見積った使用価値で算定しています。使用価値は、経営者によって承認された5年間の

事業計画を基礎としたキャッシュ・フローの見積額を、加重平均資本コストをもとに算定した割引率で現在

価値に割り引いて算定しています。事業計画は、業界の将来の趨勢に関する経営者の評価と過去のデータを

反映し、販売拡大計画に基づく売上や利益率などの各要素を算定の基礎として、外部情報および内部情報に

基づいて設定した中期成長率2.5%～8.5%を用いて作成しています。事業計画が対象としている期間を超える

期間については、資金生成単位の属する国、産業の状況を勘案して決定した長期市場成長率1.4%～2.2%を用

いて予測した税引前キャッシュ・フローを現在価値に割り引いて、継続価値を算定しています。割引率は各

国のリスクフリーレートにリスクプレミアムを加味した利率10.4%～12.9%を使用しています。 

 経営者は、当該テストにおける使用価値の見積は合理的であると判断していますが、将来の予測不能な事

業上の前提条件の変化によって見積もりが変更されることにより、回収可能価額が下落し、減損損失が発生

する可能性があります。 

(注) 「中国・トラベルリテール事業」の資金生成単位は、おおむね独立したキャッシュ・インフローを生成する最小の単位と

して、「中国事業資金生成単位」「トラベルリテール事業資金生成単位」としています。 

  

 当期において、米州事業資金生成単位について、米州事業の収益性が低下したことにより、期中において

減損の兆候があると判断し、減損テストを実施した結果、回収可能価額が帳簿価額を下回ったことから46,818

百万円ののれんの減損損失を計上しました。連結損益計算書上、「のれんの減損」に含まれています。 

 米州事業資金生成単位の回収可能価額の算定に利用した主要な仮定は、割引率12.1％、中期成長率4.9％～

5.0％、長期市場成長率2.2％です。減損損失の認識後、回収可能価額は帳簿価額と同額となりました。した

がって、主要な仮定が悪化した場合には、さらなる減損が生じることとなります。 

 なお、他の資金生成単位については、年次減損テストの結果、当連結会計年度において回収可能価額が帳

簿価額を十分に上回っており、減損テストに使用した主要な仮定が合理的に予測可能な範囲で変化したとし

ても、 回収可能価額が帳簿価額を下回る可能性は低いと判断しています。  
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連結財政状態計算書に関する注記 
 
(1) 棚卸資産 

商品及び製品 93,724百万円 

仕掛品 7,761百万円 

原材料及び貯蔵品 45,650百万円 
 

(2) 有形固定資産に係る減価償却累計額             313,714百万円 

(3) 無形資産に係る減価償却累計額                68,014百万円 

(4) 使用権資産に係る減価償却累計額               72,942百万円 

(5) 資産の金額から直接控除した損失評価引当金の額 

営業債権及びその他の債権 5,838百万円 

その他の金融資産 14,147百万円 

 

連結損益計算書に関する注記 

 

(1) その他の営業収益および営業費用 

その他の営業収益の内訳は以下のとおりです。 

 百万円 

受取家賃 572 

受取補助金 2,239 

固定資産売却益 495 

減損損失戻入 241 

その他 1,320 

合計 4,869 
  

 

その他の営業費用の内訳は以下のとおりです。 

 百万円 

構造改革費用 2,575 

その他 1,708 

合計 4,284 
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連結持分変動計算書に関する注記 

 

(1) 発行済株式に関する事項 

当期末における発行済株式の種類および総数 

 普 通 株 式 400,000千株 

  

(2) 配当金に関する事項 

① 配当金支払額 

  

決  議 株式の種類 
配当金の総額 

(百万円) 

1株当たり 

配当額(円) 
基 準 日 効力発生日 

2025年3月26日 

定時株主総会 
普通株式 3,994 10.00 2024年12月31日 2025年3月27日 

2025年8月6日 

取締役会 
普通株式 7,990 20.00 2025年6月30日 2025年9月4日 

計  11,984    

 

② 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

2026年3月25日開催予定の定時株主総会において、普通株式の配当に関して次の議案を付議します。 

  

配当金の総額 金 7,990百万円 

1株当たり配当額 20円 

基準日 2025年12月31日 

効力発生日 2026年3月26日 

配当原資 利益剰余金 

 

(3) 当期末の新株予約権(権利行使期間の初日が到来していないものを除く)の目的となる株式の種類 

  および数 

 普 通 株 式 162千株 

 

金融商品に関する注記 

  

1. 金融商品の状況に関する事項 

 

(1) 財務上のリスク管理 

当社グループは、経営活動を行う過程において、財務上のリスク(信用リスク・流動性リスク・市場リス

ク)に晒されており、当該財務上のリスクを軽減するために、一定の方針に基づきリスク管理を行っていま

す。資金運用については短期的な預金や有価証券等に限定し、また、資金調達については銀行借入、コマー

シャル・ペーパーおよび社債等による方針です。デリバティブは、外貨建債権債務の為替変動リスクや借入

金の金利変動リスクを回避するために、債権債務残高および実需の範囲内でのみ利用することとしており、

投機的な取引は行わない方針です。デリバティブ取引の執行管理については、取引権限を定めた社内規程に

従って行っています。 

 

① 信用リスク管理 

信用リスクは、保有する金融資産の相手先が契約上の債務に関して債務不履行になり、当社グループに

財務上の損失を発生させるリスクです。信用リスクは、主に当社グループの顧客に対する債権、貸付金、

およびデリバティブから生じます。 

当社グループは、取引先ごとの期日管理および残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期

的に把握する体制としています。なお、当社グループは、特定の相手先またはその相手先が所属するグル

ープについて、過度に集中した信用リスクを有していません。 

デリバティブ取引の利用にあたっては、カウンター・パーティー・リスクがありますが、当該リスクを

軽減するために、信用度の高い金融機関等とのみ取引を行っています。 

連結計算書類に表示されている金融資産の減損後の帳簿価額は、獲得した担保の評価額を考慮に入れ

ない、当社グループの金融資産の信用リスクに係るエクスポージャーの最大値です。 
  



21 

 

② 流動性リスク管理 

流動性リスクは、当社グループが期限の到来した金融負債の返済義務を履行するにあたり、支払期日に

その支払を実行できなくなるリスクです。 

当社グループは、事業活動のための適切な資金確保、流動性の維持、ならびに健全な財政状態を常に目

指し、安定的な営業キャッシュ・フローの創出、幅広い資金調達手段の確保に努めています。資金運用に

ついては、短期的な預金や有価証券等に限定して行っています。 

また、当社グループでは、月次に資金繰り計画表を作成・更新することなどにより、流動性リスクを管

理しています。 

 

③ 市場リスク管理 

当社グループは、事業活動を行う上で為替変動、金利変動等の市場の変動に伴うリスクに晒されており、

当該市場リスクを適切に管理する目的で主に為替予約、通貨スワップ、金利スワップ等のデリバティブ取

引を利用することがあります。デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に

従っています。当社グループでは投機目的でのデリバティブ利用は行わない方針です。したがって、当社

が保有するデリバティブの公正価値の変動は原則として、対応する取引の公正価値の変動またはキャッ

シュ・フローの変動を相殺する効果を有しています。 

 

(i) 為替リスク 

当社グループは、グローバルに事業展開を行っており、主に外貨建取引より発生する外貨建の債権

債務について、為替相場の変動によるリスクに晒されています。外貨建の取引については、デリバテ

ィブ取引(為替予約や通貨オプション取引)により為替変動リスクをヘッジすることにしており、経営

成績に与える影響を軽減しています。 

 

(ⅱ) 金利リスク管理 

当社グループは、事業活動の中で様々な金利変動リスクに晒されています。有利子負債のうち、短

期借入金およびコマーシャル・ペーパーは主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金、社債お

よびリース負債は主に投融資、設備投資および営業取引に係る資金調達です。変動金利の借入金は金

利の変動リスクに晒されていますが、必要に応じて個別契約ごとに金利スワップ取引等のデリバティ

ブ取引を用いて金利変動リスクをヘッジしています。そのため、当社グループにおける金利変動リス

クに対するエクスポージャーは限定的であり、金利変動に対する影響は軽微であると判断しています。 

 

2. 金融商品の時価等に関する事項 

 

(1) 金融商品の帳簿価額および公正価値 

当期末における帳簿価額および公正価値については、以下のとおりです。なお、公正価値で測定する金融

商品および償却原価で測定する金融商品のうち帳簿価額と公正価値が極めて近似している金融商品につい

ては、以下の表に含めていません。 

(単位：百万円) 

  帳簿価額 公正価値 

資産：   

償却原価で測定する金融資産   

その他の金融資産(非流動)   

敷金及び差入保証金 22,221 13,086 

長期貸付金 47,822 33,102 

(注) 敷金及び差入保証金の公正価値ヒエラルキーのレベルは2に区分しています。長期貸付金の公正価値ヒエラルキーのレベル

は3に区分しています。 
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(2) 金融商品の公正価値の算定方法 

 

(現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権、営業債務及びその他の債務) 

短期間で決済されるため、公正価値は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に基づいています。 

 

(その他の金融資産、その他の金融負債) 

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産および純損益を通じて公正価値で測定する金融資産

のうち、上場株式は、期末日の市場価格により算定しています。非上場株式および出資金は割引将来キャッシ

ュ・フロー法等により算定しています。 

償却原価で測定するその他の金融資産は、主に長期貸付金、敷金及び差入保証金です。また、償却原価で測

定されるその他の金融負債は、主に長期未払金です。長期貸付金については、エクイティボラティリティ、リ

スクフリーレート等をインプットとしたオプションプライシングモデルを用いて測定しています。敷金及び差

入保証金ならびに長期未払金の公正価値については将来キャッシュ・フローを現在の市場利子等で割り引いた

現在価値により算定しています。なお、短期間で決済される償却原価で測定する金融資産、金融負債について

は、公正価値は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に基づいています。 

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産または金融負債であるデリバティブのうち、為替予約および金

利スワップについては、取引先金融機関から提示された先物為替相場または会計期間末日の金利スワップの利

率等に基づいて算定しています。 

 

(社債及び借入金) 

短期借入金は、短期間で決済されるため、公正価値は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に基づ

いています。 

長期借入金のうち変動金利によるものは、短期間で市場金利が反映されるため、公正価値は帳簿価額にほぼ

等しいことから、当該帳簿価額に基づいています。 

長期借入金のうち固定金利によるものは、将来キャッシュ・フローを新規に同様の契約を実行した場合に想

定される利率で割り引いた現在価値により算定しています。 

社債は、市場価格等に基づいて算定しています。 

 

3. 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項 

 

公正価値で測定する金融商品について、測定に用いたインプットの観察可能性および重要性に応じた公正

価値測定額を、レベル1からレベル3まで分類しています。 

 

レベル1：活発な市場における同一の資産または負債の市場価格(無調整) 

レベル2：レベル1以外の、観察可能な価格を直接または間接的に使用して算出された公正価値 

レベル3：観察不能なインプットを含む評価技法から算出された公正価値 

 レベル1   レベル2   レベル3   合計 

  百万円   百万円   百万円   百万円 

資産：        
純損益を通じて公正価値で測

定する金融資産 
       

その他の金融資産        
デリバティブ －  333  －  333 
出資金 －  －  4,715  4,715 
その他 91  －  3,785  3,876 

その他の包括利益を通じて公

正価値で測定する金融資産 
       

その他の金融資産        
株式及び出資金 3,387  68  5,130  8,586 

合計 3,478  402  13,631  17,512 
負債：        
純損益を通じて公正価値で測

定する金融負債 
       

その他の金融負債        
デリバティブ －  703  －  703 

合計 －  703  －  703 
 公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替は、振替を生じさせた事象または状況の変化が生じた日に認識してい

ます。公正価値レベル1とレベル2の間の振替は行っていません。 
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1株当たり情報に関する注記 

  

1株当たり親会社所有者帰属持分 1,503円64銭 

基本的1株当たり当期損失(△) △101円83銭 

 

収益認識に関する注記 

 

(1) 収益の分解 

 当社グループの売上高は、主に顧客との契約から認識された収益であり、地域別を主としたセグメント別の内訳

は以下のとおりです。 

                                                                       (単位：百万円) 

 日本事業 

中国・トラ

ベルリテー

ル事業 

アジアパシ

フィック 

事業 

米州事業 欧州事業 

顧客との契約か

ら認識した収益 
295,343 342,244 73,290 106,584 141,129 

 

 その他 合計 

顧客との契約か

ら認識した収益 
11,399 969,992 

(注) 1 金額は、外部顧客への売上高で表示しています。 

(注) 2 当期より、従来の「中国事業」「トラベルリテール事業」から「中国・トラベルリテール事業」に変更しています。 

(注) 3 「欧州事業」は、中東およびアフリカ地域を含みます。 

(注) 4 「その他」は、飲食業等を含んでいます。 

 

(2) 契約残高 

当社グループにおける契約残高の内訳は以下のとおりです。 

顧客との契約から生じた債権  

 受取手形および売掛金 162,708百万円 
契約負債 7,372百万円 

 

契約負債は、主に顧客へポイントを付与するカスタマー・ロイヤリティ・プログラムに関連する前受価格を認識

したものです。 

連結財政状態計算書において、受取手形および売掛金は「営業債権及びその他の債権」に、契約負債は「その他

の流動負債」に含まれています。 

 当期の期首時点の契約負債残高は、概ね当期の収益として認識しています。 

 なお、当期において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の額に重要性はありません。 

 

(3) 残存履行義務に配分した取引価格 

当社グループにおいては、個別の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を使用し、

残存履行義務に関する情報の記載を省略しています。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含ま

れていない重要な金額はありません。 

 

(4) 顧客との契約の獲得または履行のためのコストから認識した資産 

当期において、顧客との契約の獲得または履行のためのコストから認識した資産の額に重要性はありません。な

お、認識すべき資産の償却期間が1年以内である場合には、実務上の便法を使用し、契約の獲得の増分コストを発

生時に費用として認識しています。 

 

重要な後発事象に関する注記 

 

該当事項はありません。 

 
その他の注記 

 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。 
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●株主資本等変動計算書（2025年1月1日から2025年12月31日まで） 
 

    
(単位：百万円) 

    

 

株   主   資   本     

資本金 

資 本 剰 余 金     

資本準備金 
資本剰余金 

 合計 
 

   
   

2025年1月1日残高 64,506 70,258 70,258     
当期中の変動額        
 剰余金の配当        
 当期純損失(△)        
 圧縮積立金の積立        
 自己株式の取得        
 自己株式の処分        
 その他        

 
株主資本以外の項目
の当期中の変動額
(純額) 

       

当期中の変動額合計 - - -     
2025年12月31日残高 64,506  70,258  70,258     
         
      (単位：百万円)  

 

株   主   資   本  

利  益  剰  余  金 

自己株式 
 株主資本 

合計  
利益準備金 

その他利益剰余金 
 利益剰余金 

合計 固定資産 
圧縮積立金 

繰越利益 
剰余金 

2025年1月1日残高 16,230 4,850 353,606 374,687 △ 2,325 507,126  

当期中の変動額        

 剰余金の配当   △ 11,984 △ 11,984  △ 11,984  

 当期純損失(△)   △ 113,034 △ 113,034  △ 113,034  

 圧縮積立金の積立  55  △ 55  -  -  

 自己株式の取得     △ 2 △ 2  

 自己株式の処分   △ 176 △ 176 459 283  

 その他   △ 171 △ 171  △ 171  

 
株主資本以外の項目
の当期中の変動額
(純額) 

       

当期中の変動額合計 - 55  △ 125,422 △ 125,366 457 △ 124,909  

2025年12月31日残高 16,230  4,906 228,183 249,320 △ 1,868 382,217  

 

    (単位：百万円)    

 

評価・換算差額等 

新株 
予約権 

純資産 
合計 

   

その他有価証
券評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

   
   
   

2025年1月1日残高 588 588 647 508,363    
当期中の変動額        
 剰余金の配当    △ 11,984    
 当期純損失(△)    △ 113,034    
 圧縮積立金の積立    -    
 自己株式の取得    △ 2    
 自己株式の処分    283    
 その他    △ 171    

 
株主資本以外の項目
の当期中の変動額
(純額) 

328 328 △ 66 262    

当期中の変動額合計 328 328 △ 66 △ 124,646    
2025年12月31日残高 917 917 581 383,716    
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●計算書類の個別注記表 

 
記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。 

 

重要な会計方針に係る事項に関する注記 

 

(1) 資産の評価基準および評価方法 

① 有価証券 

子会社株式および関連会社株式……移動平均法による原価法 

その他有価証券 

市場価格のない株式等以外のもの……時価法 

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均

法により算定) 

なお、預金と同様の性格を有する有価証券については、移動平均法による原

価法によっています。 

市場価格のない株式等……移動平均法による原価法 

ただし、投資事業有限責任組合等への出資は組合等の財産の持分相当額を有

価証券として計上し、組合等の営業により獲得した損益の持分相当額を損益

として計上しています。 

② 棚卸資産 

総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)で評

価しています。 

 

(2) 固定資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産(リース資産を除く) 

定額法を採用しています。なお、主な耐用年数は次のとおりです。 

建    物       2～50年 

構  築  物      7～50年 

機械及び装置      2～15年 

車両運搬具        3～7年 

工具、器具及び備品 2～15年 

② 無形固定資産(リース資産を除く) 

定額法を採用しています。なお、主な耐用年数は次のとおりです。 

ソフトウエア    5～15年 

③ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。 

④ 長期前払費用 

定額法を採用しています。 

 

(3) 引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。 

② 賞与引当金 

従業員に対する賞与支払いに備えるため、将来の支給見込額に基づき、当期間の負担見込額を計上

しています。なお、執行役を兼務しないエグゼクティブオフィサーに対する賞与引当金を含んでお

り、その計上基準は役員賞与引当金と同様です。 

③ 役員賞与引当金 

エグゼクティブオフィサーを兼務する執行役に対する賞与支払いに備えるため、将来の支給見込額

に基づき、当期間の負担見込額を計上しています。 

④ 構造改革引当金 

  構造改革に係る損失に備え、将来に発生することが見込まれる損失額を計上しています。 
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⑤ 退職給付引当金  

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づいて

計上しています。 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期末までの期間に帰属させる方法については、

給付算定式基準によっています。 

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法に

より費用処理しています。 

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額

法により翌期から費用処理しています。 

⑥ 債務保証損失引当金 

債務保証に係る損失に備えるため、被保証先の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上してい

ます。 

 

(4) 重要なヘッジ会計の方法 

ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっています。なお、一体処理(特例処理、振当処理)の要件を満たす金利通貨スワ

ップ取引については、一体処理によっています。 

 

(5) 収益および費用の計上基準 

当社は、主に化粧品等の製造・販売を行っています。なお、製商品の販売については、製商品の引渡

時点等において、顧客が当該製商品に対する支配を獲得することから、当該製商品の引渡時点等で収

益を認識しています。また、収益は顧客との契約において約束された対価から、値引き、リベートお

よび返品等を控除した金額で測定しています。 

 

(6) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

① グループ通算制度の適用 

当社は、グループ通算制度を適用しています。 

② 退職給付に係る会計処理 

退職給付に係る未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用の会計処理の方法は連結計算

書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっています。 

 

 

会計方針の変更に関する注記 

 

  (「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 

 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」

という。)等を当期の期首から適用しています。 

 法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20－3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ

ています。なお、当該会計方針の変更による計算書類への影響はありません。 
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表示方法の変更に関する注記 

 

(貸借対照表関係) 

前期において、「流動資産」の「その他」に含めていた「関係会社預け金」は、金額的な重要性が増したため、当期より

区分掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前期の計算書類の組み替えを行っています。この結果、前

期の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた58,957百万円は「関係会社預け金」49,952百万円、

「その他」9,005百万円として組み替えています。 

 

 

 

会計上の見積りに関する注記 

 

(資生堂アメリカズCorp.(以下「資生堂アメリカ」という。)に係る関係会社株式の評価) 

   (1) 当期の計算書類に計上した金額 

 資生堂アメリカに係る関係会社株式 153,930百万円 

 資生堂アメリカに係る関係会社株式評価損 180,303百万円 

 

(2) 会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報 

 関係会社に対する投資等、市場価格のない株式は、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額

が著しく低下したときには、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて、投資について評

価損の認識が必要となります。資生堂アメリカに係る関係会社株式については、当期において実質価額が取

得原価と比較して著しく低下したと認められたため、取得原価を実質価額まで減額し、関係会社株式評価損

として特別損失に計上しています。なお、資生堂アメリカの実質価額には米州事業資金生成単位に関する超

過収益力が含まれています。詳細は、連結注記表の「会計上の見積りに関する注記」をご参照ください。 
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貸借対照表に関する注記 

  

(1) 有形固定資産に係る減価償却累計額 125,685百万円 

 

(2) 保証債務 

(単位：百万円) 

被保証者 保証金額 被保証債務の内容 

資生堂アメリカズCorp. 2,061 スタンドバイ信用状 

計 2,061   

 

(3) 関係会社に対する金銭債権債務(注) 

 短期金銭債権 111,924百万円 

 長期金銭債権 734百万円 

 短期金銭債務 17,744百万円 

(注) 関係会社に対する金銭債権債務で貸借対照表上、独立掲記しているものを除いています。 

 

損益計算書に関する注記 

  

 (1) 関係会社との取引高 

 売上高 252,732百万円 

 仕入高 5,780百万円 

 その他営業取引の取引高 23,894百万円 

 営業取引以外の取引高 71,484百万円 

 

 (2) 構造改革費用 

「アクションプラン 2025-2026」に係る「ネクストキャリア支援プラン」に伴う費用1,857百万円、構造改革

等に係るアドバイザリー費用771百万円等を構造改革費用として特別損失に計上しています。 

 

 

株主資本等変動計算書に関する注記 

 

  自己株式に関する事項 

                                  (単位：千株) 

  当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数 

普 通 株 式 576 0 113 463 

 
(注) 1 普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取請求による0千株です。 
(注) 2 普通株式の自己株式の減少は、ストックオプションの権利行使22千株、および長期インセンティブ型報酬としての 
        業績連動型株式報酬制度に基づく処分91千株です。 
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税効果会計に関する注記 

  

繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 

繰延税金資産 (単位：百万円) 

 関係会社株式 81,257 

 税務上の繰越欠損金 9,244 

 繰越外国税額控除 2,563 

 棚卸資産 2,431 

 減価償却費 3,323 

 賞与引当金 2,316 

 金融資産評価損 257 

 返金負債 339 

 貸倒引当金 200 

 その他 2,796 

繰延税金資産小計 104,728 

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △354 

将来減算一時差異等の合計に係る評価性

引当額 

△83,973 

評価性引当額小計 △84,327 

繰延税金資産合計 20,401 

   

繰延税金負債  

 圧縮積立金 △2,239 

 会社分割による固定資産評価差額 △327 

  その他有価証券評価差額金 △360 

 前払年金費用 △20 

 資産除去債務 △16 

繰延税金負債合計 △2,964 

繰延税金資産の純額 17,436 

 

 (1) 法人税および地方法人税の会計処理またはこれらに関する税効果会計の会計処理 

 当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する

取扱い」(実務対応報告第42号2021年8月12日)に従っています。 

 

 (2) 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額修正 

 「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026

年4月1日以後開始する事業年度から、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。 

 これに伴い、2027年1月1日から開始する事業年度以降において解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産

及び繰延税金負債については、法定実効税率を31％から31.5％に変更して計算しています。 

 なお、この変更による影響は軽微です。 
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関連当事者との取引に関する注記 

  

 子会社および関連会社等 

  

属性 会社等の名称 
議決権等の所有 

(被所有)割合 

関連当事者 

との関係 
取引の内容 

取引金額 

(百万円) 
科目 

期末残高 

(百万円) 

子会社 資生堂ジャパン㈱ 
所有 

直接100％ 

製品の販売 

役員の兼任 

化粧品の販売(注)1 49,378 売掛金 28,761 

ロイヤルティーの受 

取(注)1 
24,108 売掛金 26,519 

資金の預り(注)2 ― 
関係会社預り

金 
45,435 

子会社 
資生堂アメリカズ 

Corp. 

所有 

直接100％ 

製品の販売 

役員の兼任 
資金の預け(注)2 ― 

関係会社預け

金 
58,434 

子会社 
資生堂ヨーロッパ

S.A. 

所有 

直接100％ 

営業上の 

取引はなし 
資金の預り(注)2 ― 

関係会社預り

金 
22,632 

子会社 
資生堂(中国)投資有

限公司 

所有 

直接100％ 

製品の販売 

役員の兼任 

化粧品の販売(注)1 48,306 売掛金 10,723 

資金の預り(注)2 ― 
関係会社預り

金 
8,968 

子会社 

資生堂トラベルリテ

ールアジアパシフィ

ックPte. Ltd. 

所有 

間接100％ 

製品の販売 

役員の兼任 

化粧品の販売(注)1 31,164 売掛金 9,386 

資金の預り(注)2 ― 
関係会社預り

金 
24,382 

子会社 
資生堂アジアパシフ

ィックPte. Ltd. 

所有 

直接100％ 
製品の販売 増資の引受(注)3 9,641 ― ― 

 

(注) 1 取引条件および取引条件の決定方針 

価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定しています。 

(注) 2 子会社との資金取引はキャッシュマネジメントシステムによるものです。 

(注) 3 子会社に対して有する債権の株式化(デット・エクイティ・スワップ)および子会社が行った増資を全額引き受けた  

        ものです。 

 
1株当たり情報に関する注記 

 

1株当たり純資産額 958円95銭 

1株当たり当期純損失(△) △282円95銭 

 
重要な後発事象に関する注記 

 

該当事項はありません。 

 


